
粕屋町開発行為等指導要綱に基づく事前協議の流れ 

 

 
事前相談 開発行為等の計画について、粕屋町役場関係課及び関係機関（福岡県

都市計画課、福岡県土整備事務所建築指導課、消防署等）へ事前相談

を行ってください。 

近隣説明及び利害関

係者への計画説明 

隣接住民等及び利害関係者（地元行政区長、水利組合長等）へ開発行

為等の計画の説明を行ってください。 

○隣接住民等→近隣説明報告書（様式第 3号）による。 

○利害関係者（地元行政区長、水利組合長等） 

 →利害関係者説明報告書及び意見書（様式第 4号）による。 

協議書提出 開発行為等事前協議書（様式第 1 号）と添付資料を粕屋町役場都市計

画課へ 1部提出してください。 

審査期間は概ね 7日～10日程度です。 

（ただし、協議の内容、開発行為等の規模により期間を要する場合も

あります。） 

関係課との協議 関係課による審査を行います。審査終了後協議書の担当者にご連絡を

いたしますので協議事項について関係課と協議を行ってください。 

協定書締結 協議終了後粕屋町都市計画課より開発行為等協定書（様式第 2号）を 2

部渡します。事業者押印後、ご提出ください。粕屋町で押印後 1 部返

却します。 

他法令の届出・許可

申請受付 

建築基準法上の許可、都市計画法上の許可等を受付します。なお、開

発許可の場合は都市計画課提出前に、道路環境整備課にて道路・水路

管理者の同意(都市計画法第 32条第 1号)を取得してください。 

工事着手届・工事完

了報告書の提出 

他法令の許可取得後、工事に着手される際に工事着手届（様式第 5号）

をご提出ください。 

また、工事完了の際（通常建築物建築後。分譲の場合は造成行為完了

後）に工事完了報告書（様式第 6号）をご提出ください。 


